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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　苗マットが傾斜した状態で置かれる載置面が条数に応じて機体幅方向に並んで配置され
る苗載台と、前記苗マットの下端から苗を掻き取って移植する植付爪と、前記苗載台に置
かれた苗マットを下方に送る縦送り機構と、を含んで構成される植付作業機を備える苗移
植機において、
　前記載置面に、苗マットの使用数を検出する苗マット使用数検出手段を備え、
　前記苗マット使用数検出手段によって条毎の苗マットの使用数を算出し、算出した苗マ
ットの使用数を条毎に比較して、前記植付作業機の異常状態を検出する
　ことを特徴とする苗移植機。
【請求項２】
　前記条毎の苗マットの使用数が検出されると、苗マットの使用数が最も少ない条を検出
し、該条の苗マットの使用数が他の条の苗マットの使用数の平均値と比べて所定量以上少
ない場合に、前記苗マットの使用数が最も少ない条に対応する前記植付爪又は前記縦送り
機構の異常状態として検出する
　請求項１に記載の苗移植機。
【請求項３】
　前記苗マット使用数検出手段は、前記載置面の裏側から前記載置面より上方に突出する
ように設けられるとともに、苗マットの縦送りに連動して回転する回転体を備え、
　前記回転体の回転数に基づいて苗マットの使用数を検出する
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　請求項１又は２に記載の苗移植機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、苗移植機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、苗載台に置かれる苗マットの移動量を検出する光学センサを備え、苗
マットの移動量に基づいて田面に植え付けられた苗の消費量を検出し、予め設定した苗マ
ット数で所定の面積を植え付けるように苗載台の苗取出口側へ送り出す送り出し量、また
は植付爪による苗の取り出し量を増減させる構成が開示されている。光学センサは、苗載
台に置かれる苗マットの裏面を画像としてとらえ、それを画像処理することによって、苗
マットの移動量を検出している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－２２９９３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載の苗移植機では、植付爪が摩耗又は変形して苗マットから苗を掻き取
る量（取り出し量）が変更する等により植付作業機に異常が発生すると、想定していた苗
の植付が正常に行われない場合があった。そこで、本発明の苗移植機は、苗マットの使用
数（消費量）を用いて、植付爪を含む植付作業機の異常状態を検出可能な苗移植機を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の苗移植機は、苗マットが傾斜した状態で置かれる載置面が条数に応じて機体幅
方向に並んで配置される苗載台と、前記苗マットの下端から苗を掻き取って移植する植付
爪と、前記苗載台に置かれた苗マットを下方に送る縦送り機構と、を含んで構成される植
付作業機を備える苗移植機において、前記載置面に、苗マットの使用数を検出する苗マッ
ト使用数検出手段を備え、前記苗マット使用数検出手段によって条毎の苗マットの使用数
を算出し、算出した苗マットの使用数を条毎に比較して、前記植付作業機の異常状態を検
出する。
【０００６】
　前記条毎の苗マットの使用数が検出されると、苗マットの使用数が最も少ない条を検出
し、該条の苗マットの使用数が他の条の苗マットの使用数の平均値と比べて所定量以上少
ない場合に、前記苗マットの使用数が最も少ない条に対応する前記植付爪又は前記縦送り
機構の異常状態として検出する。
【０００７】
　前記苗マット使用数検出手段は、前記載置面の裏側から前記載置面より上方に突出する
ように設けられるとともに、苗マットの縦送りに連動して回転する回転体を備え、前記回
転体の回転数に基づいて苗マットの使用数を検出する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、植付作業機に発生した異常な状態を速やかに検出することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】田植機の側面図。
【図２】田植機の平面図。
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【図３】植付作業機の一側面図。
【図４】植付作業機の他側面図。
【図５】縦取量制御を示すブロック図。
【図６】苗取量算出部の制御ブロック図。
【図７】後輪の圃場への沈下量とスリップ率との相関を示すグラフ。
【図８】（ａ）後輪の圃場への沈下量を示す側面図（ｂ）後輪の接地面からフロート底面
までの高さを示す側面図。
【図９】後輪の接地面から田面までの高さを示す側面図。
【図１０】（ａ）上流側回転体及び下流側回転体が設けられる苗載台の条毎の載置面の背
面図及び側面図（ｂ）上流側回転体及び下流側回転体が設けられる苗載台の条毎の載置面
の背面図及び側面図。
【図１１】苗マットの苗継回数の検出を示す図。
【図１２】苗マットの苗継回数の補正を示す図。
【図１３】推定される苗マットの残量の補正を示す図。
【図１４】下流側回転体の構成を示す側面図。
【図１５】下流側回転体の構成を示す背面図。
【図１６】下流側回転体の構成を示す正面図。
【図１７】下流側回転体と苗マットとの当接を示す側面断面図。
【図１８】下流側回転体の別実施形態を示す側面断面図。
【図１９】（ａ）苗マットの重量によって歯車及び爪の噛み合いが解かれた状態を示す側
面断面図（ｂ）苗マットが載置面から浮いてることによって、歯車及び爪の噛み合いが解
かれていない状態を示す側面断面図。
【図２０】爪の別実施形態を示す側面断面図。
【図２１】（ａ）苗押さえ棒及び下流側回転体及び上流側回転体の位置関係を示す苗載台
の背面図（ｂ）苗押さえ棒及び下流側回転体及び上流側回転体の位置関係の第二実施形態
を示す苗載台の背面図（ｃ）苗押さえ棒及び下流側回転体及び上流側回転体の位置関係の
第三実施形態を示す苗載台の背面図（ｄ）苗押さえ棒及び下流側回転体及び上流側回転体
の位置関係の第四実施形態を示す苗載台の背面図。
【図２２】（ａ）条毎の苗マット使用数を示すグラフ（ｂ）条毎に算出される補正量及び
過去に算出された補正量を示すグラフ（ｃ）条毎に算出される所定面積当たりの苗マット
使用数及び過去に算出された所定面積当たりの苗マット使用数を示すグラフ（ｄ）上流側
回転体及び下流側回転体によって算出される条毎の苗マット送り量を示すグラフ（ｅ）苗
滑り不良を示す苗載台の側面図（ｆ）苗圧縮を示す苗載台の側面図。
【図２３】縦取量の制御態様を表すフローチャート図。
【図２４】縦取量の制御態様を表すフローチャート図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図１及び図２を参照して、苗移植機の一実施形態である田植機１の全体構成につ
いて説明する。田植機１は、走行機体２と、その後部に装着される植付作業機３とを備え
、走行機体２によって走行しつつ植付作業機３によって植付作業を行う。
【００１１】
　走行機体２は、エンジン４、エンジン４からの動力を変速するトランスミッション５、
エンジン４及びトランスミッション５を支持する機体フレーム６、エンジン４及びトラン
スミッション５から伝達される動力によって駆動される前輪７及び後輪８等を備える。
【００１２】
　エンジン４及びトランスミッション５からの動力は、それぞれフロントアクスルケース
９、リアアクスルケース１０に伝達される。フロントアクスルケース９は、機体フレーム
６の前部に支持されるとともに、その左右両端部に前輪７が支承される。同様に、リアア
クスルケース１０は、機体フレーム６の後部に支持されるとともに、その左右両端部に後
輪８が支承される。機体フレーム６の上部は、ステップ１１によって被覆されており、オ
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ペレータは、ステップ１１上を移動可能である。
【００１３】
　また、エンジン４及びトランスミッション５からの動力は、株間変速装置（図示しない
）を経て植付作業機３に伝達される。株間変速装置は、走行機体２の進行方向に沿って植
え付けられる苗の植付間隔を変更可能に構成される。後述の苗取量算出部７０は、苗の植
付間隔を無段階に設定する株間設定器１７（図６参照）と接続され、苗の植付間隔を取得
可能に構成される。
【００１４】
　走行機体２の前後中途部に運転席１２が配置され、その前方に操向ハンドル１３、操作
ペダル１４、及び、ダッシュボード１５等が設けられる。ダッシュボード１５には、操向
ハンドル１３に加えて各種操作用の操作具、表示装置が配置されている。ダッシュボート
１５には、各種の項目（植深さ、縦取量等）を設定可能なダイヤルとしてセレクトダイヤ
ル６６やモニタ６７が設けられる。セレクトダイヤル６６は、苗取量算出部７０（図６参
照）と接続される。
【００１５】
　植付作業機３は、走行機体２に対して、昇降リンク機構２０を介して連結されている。
昇降リンク機構２０は、左右一対の上リンク２１及び下リンク２２、昇降シリンダ等を備
える。昇降シリンダによって下リンク２２、上リンク２１を回動させて植付作業機３を昇
降させる。
【００１６】
　植付作業機３は、植付アーム３１、植付爪３２、苗載台３３、フロート３４等を備える
。植付爪３２は、植付アーム３１に取り付けられている。植付作業機３は、トランスミッ
ション５から後方に向けて延出されるＰＴＯ軸１６によって駆動される。より詳細には、
ＰＴＯ軸１６から植付センターケース３５を介して植付作業機３に設けられる植付伝動ケ
ース３６に動力が伝達されて、植付伝動ケース３６から植付アーム３１、植付爪３２に動
力が分配される。植付センターケース３５には、植付クラッチが設けられ、植付クラッチ
はエンジン４から植付作業機３への動力の伝達を断接するように構成される。
【００１７】
　植付アーム３１は、植付伝動ケース３６から伝達される動力によって回転する。植付爪
３２には、苗載台３３から苗が供給される。植付アーム３１の回転運動に伴って、植付爪
３２が圃場内に挿入され、所定の植え付け深さとなるように苗が植え付けられる。なお、
本実施形態では、ロータリ式の植付爪を採用しているが、クランク式のものを用いても良
い。
【００１８】
　苗載台３３は、板状の部材によって構成され、機体側面視において前高後低状に傾斜す
るように配設される。苗載台３３の後面には、苗マットを載置する載置面が植付アームの
数（田植機の条数）に応じて機体幅方向に並べて配置される。本実施形態の田植機１は、
６条植えの田植機であるため、載置面が６つ形成される。載置面には、苗マットが傾斜し
た状態で置かれる。
【００１９】
　フロート３４は、その前端は植付フレーム３７に対して上下方向に揺動可能に支持され
、その後端は植付伝動ケース３６に設けられる回動支軸３８にリンク機構３９を介して昇
降可能に取り付けられる（図８（ｂ）参照）。
【００２０】
　フロート３４において、植付部４の植付位置直前方には、圃場表面（田面）を検出する
センサ４０（図９参照）が設けられる。センサ４０は、前方から後方に向けて延出される
。センサ４０は、植付フレーム３７にピッチング方向に揺動自在に支持され、その揺動支
点を中心として重力によって垂れ下がるため、先端部が圃場表面に接触した状態が維持さ
れる。つまり、センサ４０の先端部が常に圃場表面を追従するように田植機１が進行する
。
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【００２１】
　図３を用いて、苗載台３３を機体幅方向に往復動させる横送り機構について説明する。
図３に示すように、植付センターケース３５から機体幅方向一側に向けて送りネジ４１が
延出される。送りネジ４１の外周面には、軸芯方向に沿って交差状の溝が形成される。送
りネジ４１には、該溝に沿って摺動可能な滑り子４２及び滑り子４２を支持する滑り子受
け４３が設けられる。滑り子受け４３は略Ｔ字状に形成される。滑り子受け４３には、送
りネジ４１が貫設されるとともに、送りネジ４１の溝に沿って摺動可能に滑り子４２が収
容される。
【００２２】
　苗載台３３の前面（載置面の裏面）の下部には、下部レール４４が取付けられる。下部
レール４４は、機体幅方向を長手方向として配置される。下部レール４４には、支持アー
ム４５を介して滑り子受け４３が固定される。
【００２３】
　下部レール４４の下方には、下部レール４４を機体幅方向に摺動可能に支持するガイド
レール４６が設けられる。ガイドレール４６は、機体幅方向を長手方向として配置される
。ガイドレール４６は、下部レール４４に係合する係合部４６ａと、係合部４６ａから苗
載台３３の底部の形状に沿って延出される延出部４６ｂによって構成される。下部レール
４４がガイドレール４６の係合部４６ａと係合することで、下部レール４４はガイドレー
ル４６に沿って機体幅方向に摺動可能に構成される。ガイドレール４６には、下部レール
４４がガイドレール４６から外れることを阻止するためのストッパー４７がボルトによっ
て着脱可能に取り付けられる。
【００２４】
　植付センターケース３５の送りネジ４１が延出される側面には、苗載台３３の横送り量
を調節する横送り切替レバー４８が設けられている。オペレータは、横送り切替レバー４
８を操作することで、苗載台３３の横送り量を調節し、苗載台３３の横送り回数を変更す
ることができる。横送り切替レバー４８には、横送り切替レバーの位置を検出することで
、苗載台３３の横送り回数を検出する横送り回数検出センサ４８ａ（図６参照）が設けら
れる。苗取量算出部７０は、横送り回数検出センサ４８ａと接続され、苗載台３３の横送
り回数を検出可能に構成される。
【００２５】
　図４を用いて、苗載台３３に置かれる苗マットを下方に送る縦送り機構について説明す
る。図４に示すように、植付センターケース３５から機体幅方向他側に向けて、縦送りカ
ム５１が固定される縦送りカム軸５２が延出される。縦送りカム軸５２は、送りネジ４１
と連結されており、ストローク端に到達すると、従動カム５３と当接される。従動カム５
３は、苗載台３３下部で搬送ベルト５４を駆動する搬送ベルト駆動軸５５上に設けられて
いる。縦送りカム軸５２の回動に伴って、縦送りカム５１と従動カム５３とが当接される
と、従動カム５３は回動する。従動カム５３の回動に伴って、搬送ベルト駆動軸５５が回
動されることで、搬送ベルト５４が循環されて搬送ベルト５４上に載置される苗マットを
所定の距離だけ搬送する。搬送ベルト駆動軸５５には、所定の条に配置される搬送ベルト
５４への動力の伝達を断接する縦送りクラッチ５５ａが機体幅方向に複数設けられる。縦
送りクラッチ５５ａが作動されると、該縦送りクラッチ５５ａに対応した条に配置される
搬送ベルト５４に動力が伝達される状態となる。
【００２６】
　各植付伝動ケース３６の前上部に苗台レール支持軸５６が機体幅方向に回動自在に支持
される。苗台レール支持軸５６からは適宜間隔をあけて複数の支持フレーム５７が後上方
に突設され、該支持フレーム５７にガイドレール４６が左右水平方向に支持される。また
、苗台レール支持軸５６から前上方にアーム５８が取付けられる。アーム５８の他端には
、苗台レール支持軸５６の回転角度を検出する回転角度検出センサ５９が設けられる。回
転角度検出センサ５９は、植付フレーム３７に取り付けられる。苗台レール支持軸５６に
は、アクチュエータ５６ａ（図６参照）が設けられている。苗取量算出部７０は、回転角
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度検出センサ５９と接続され、苗マットからの縦取量を検出することができる。
【００２７】
　アクチュエータ５６ａが駆動制御されることで、苗台レール支持軸５６は回転可能に構
成される。したがって、苗台レール支持軸５６の回転に伴って支持フレーム５７が回動さ
れることで、ガイドレール４６（苗載台３６）が上下に移動（昇降可能に構成）され、植
付爪３２を支持する植付伝動ケース３６と苗載台３３との距離を変更することができる。
ゆえに、植付爪３２による苗マットからの縦取量を変更することができる。ここでの、縦
取量とは、苗マットを平面視で走行機体２の進行方向に掻き取る量を指す。縦取量が調節
されることで、植付爪３２による苗マットの取量を変更可能に構成される。
【００２８】
　また、苗台レール支持軸５６は、連動ワイヤ６０を介して従動カム５３と接続されてい
る。苗台レール支持軸５６の回転に伴って、連動ワイヤ６０に係る張力によって従動カム
５３を所定の角度だけ回転させることにより、苗マットからの縦取量に応じて搬送ベルト
５４による送り量を調節している。
【００２９】
　以上の構成において、エンジン４からの動力が植付センターケース３５を介して送りネ
ジ４１に動力が伝達されることで、送りネジ４１の溝に対して滑り子４２が摺動し、これ
とともに滑り子受け４３が機体幅方向に摺動する。滑り子受け４３が摺動されることで、
支持アーム４５を介して下部レール４４がガイドレール４６に沿って摺動し、これととも
に苗載台３３が機体幅方向に摺動する。そして、苗載台３３が機体幅方向のストローク端
に到達すると、縦送りカム５１が従動カム５３と当接して搬送ベルト駆動軸５５が回動す
ることで、搬送ベルト５４が循環される。
【００３０】
　送りネジ４１の溝に沿って滑り子４２が往復動することで、苗載台３３はガイドレール
４６に沿って往復動する。横送り機構によって、苗載台３３がガイドレール４６に沿って
往復動することで、苗載台３３に載置される苗マットの一側から他側又は他側から一側に
向けて植付爪３２が苗を掻き取って、移植することを可能としている。縦送り機構によっ
て、植付爪３２が苗マットの一側又は他側にある苗を掻き取ると、搬送ベルト５４が作動
して苗マットを載置面の下端部（後端部）に向けて搬送することを可能としている。以上
のように、苗マットが機体幅方向に往復動されて、適宜下方に搬送されることで、苗載台
３３に載置される苗マットの下端から苗を掻き取り可能としている。
【００３１】
　図５及び図６を用いて、植付爪３２の基準縦取量について説明する。基準縦取量とは、
所定数の苗マットを使用して所定の圃場に植付作業を行う際に基準となる縦取量のことを
指す。オペレータは、圃場において苗の植付作業を行う前に、セレクトダイヤル６６を用
いて、使用する苗マット数及び圃場面積を苗取量算出部７０に入力する。つまり、セレク
トダイヤル６６は、圃場面積入力手段及び苗マット数設定手段として設けられる。苗取量
算出部７０は、入力される苗マット数及び圃場面積に基づいて基準縦取量を算出して、ア
クチュエータ５６ａを駆動制御する。苗取量算出部７０は、株間設定器１７の検出値より
、株数（オペレータが設定する植付間隔から算出される所定面積当たりの株数）を検出可
能に構成される。そして、苗取量算出部７０は、後述のスリップ率を考慮した株数を算出
可能に構成される。ここでの、スリップ率は、作業開始地点における後輪８の圃場への沈
下量又は、所定の基準値から設定される。
【００３２】
　苗取量算出部７０は、圃場面積及び苗マット数から目標マット数（所定面積当たりの苗
マット数）を算出する。そして、苗取量算出部７０は、目標マット数及び苗載台３３の横
送り回数及び株数（スリップ率を考慮した株数でもよい）から基準縦取量を算出する。
【００３３】
　以上の構成において、基準縦取量となるようにアクチュエータ５６ａを駆動制御するこ
とで、オペレータの経験や勘に頼ることなく、所望の苗マット数で所望の圃場に対して植
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付作業を行う際に必要な縦取量を設定することができる。
【００３４】
　苗取量算出部７０は、植付作業が開始されると、実際の植付作業が行われた実作業面積
及び実際の植付作業に使用された苗マット使用数に基づいて基準縦取量を随時補正する。
具体的には、苗取量算出部７０は、実作業面積及び苗マット使用数に基づいて実績縦取量
を算出する。そして、苗取量算出部７０は、作業面積から実作業面積を減算することで算
出される残作業面積と、苗マット数から苗マット使用数を減算することで算出される残苗
マット数と、に基づいて目標縦取量を算出する。苗取量算出部７０は、目標縦取量から実
績縦取量を減算した値を補正量として、基準縦取量に加算することで基準縦取量を補正し
ている。
【００３５】
　図７から図９を用いて、実作業面積の算出について説明する。実作業面積は、スリップ
率を考慮した走行機体２の車速と、植付作業が行われる条数から設定される作業幅と、か
ら算出される。走行機体２の車速は、走行輪の回転数を用いて算出される。本実施形態で
は、後輪８の回転数を用いて算出される。後輪８の回転軸には、その回転数を検出する後
輪回転数検出センサ８ａが設けられる。苗取量算出部７０は、後輪回転数検出センサ８ａ
と接続され、後輪８の回転数を検出可能に構成される。
【００３６】
　図７に示すように、スリップ率と、走行輪（本実施形態では、後輪８）の圃場への沈下
量とは、一次関数的な相関関係を有している。後輪８の圃場への沈下量とは、後輪８の圃
場への接地面から田面（圃場表面）までの高さを指す。後輪８の圃場への沈下量が増加す
るにつれて、スリップ率は一次関数的に増加する。
【００３７】
　図８を用いて、後輪８の圃場への沈下量について説明する。後輪８の圃場への沈下量は
、昇降リンク機構２０に設けられるポテンショセンサ等の適宜のセンサからなる植付作業
機位置検出センサ８２及びフロート３４のリンク機構３９又は回動支軸３８に設けられる
ポテンショセンサ等の適宜のセンサからなる植深さ検出センサ３９ａ（図６参照）から算
出される。植付作業機位置検出センサ８２は、左右一対の上リンク２１及び下リンク２２
の後端部がそれぞれ取り付けられる昇降リンクフレーム８３に設けられる。苗取量算出部
７０は、植付作業機位置検出センサ８２と接続され、走行機体２に対する植付作業機３、
具体的には、植付爪３２の最下点の高さ（距離）を検出可能に構成される。苗取量算出部
７０は、植深さ検出センサ３９ａと接続され、植付作業機３のフロート３４の底面からの
高さを検出可能に構成される。植深さ検出センサ３９ａにより、植付爪３２の爪出量ｈ１
（植付爪３２の先端部とフロート底面との距離）を検出可能に構成される。
【００３８】
　苗取量算出部７０は、植付作業機位置検出センサ８２及び植深さ検出センサ３９ａより
走行機体２に対するフロート３４の底面までの長さを検出する。苗取量算出部７０は、走
行機体２に対する後輪８の最下点（接地面）の長さから走行機体２に対するフロート３４
の底面までの長さを減算することで、後輪８の圃場への沈下量ｈ０を算出している。また
、後輪８の圃場への沈下量は、センサ４０を用いてフロート３４の圃場への沈下量ｄ（図
９参照）を考慮して算出してもよい。
【００３９】
　作業幅は、田植機１の機体幅方向の植付間隔及び植付作業が行われる条数から設定され
る機体幅方向の長さを指す。植付作業が行われる条数は、条毎の植付アーム３１への動力
の伝達を断接するユニットクラッチの断接状態により検出される。苗取量算出部７０は、
ユニットクラッチの断接を検出するユニットクラッチセンサ６３ａ（図６参照）と接続さ
れ、植付作業が行われる条数を検出可能に構成される。
【００４０】
　以上の構成において、後輪８の圃場への沈下量から算出されるスリップ率及び後輪８の
回転数から、スリップ率を考慮した後輪８の走行距離を算出することができる。そして、
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スリップ率を考慮した後輪８の走行距離及び植付作業が行われる条数に応じて設定される
作業幅から実作業面積は算出される。
【００４１】
　図１０から図１２を用いて、苗マットの使用数の検出について説明する。図１０に示す
ように、苗載台３３の条毎の苗マットが置かれる載置面において、苗マットの苗継回数の
検出手段として回転体が設けられる。回転体として、載置面において下流側（苗マットの
送り方向の下流側）に設けられる下流側回転体７１と、下流側回転体７１よりも上流側（
苗マットの送り方向の上流側）に設けられる上流側回転体８１と、が設けられている。苗
取量算出部７０は、下流側回転体７１及び上流側回転体８１の回転状態に基づいて苗マッ
トの継足した回数（苗継回数）を検出している。
【００４２】
　下流側回転体７１は、載置面の裏面側から載置面（表面）より上方に突出するように設
けられる。下流側回転体７１は、下流側回転体７１上に苗マットが置かれる状態において
、搬送ベルト５４による苗マットの縦送りに連動して回転するように設けられる。
【００４３】
　下流側回転体７１は、載置面において、下端から上方側に苗マットを一枚置いたときに
、該苗マットの縦送りに連動して回転可能な位置に設けられる。下流側回転体７１は、苗
マットの上端から下方側に、苗マットの一回分の縦送り量Ｆ１分の間隔を空けた位置を上
限として配置される。また、下流側回転体７１は、苗マットの下端から上方側に所定の間
隔Ｆ２を空けた位置を下限として配置される。所定の間隔とは、後述の一の条において圧
縮率が算出されてから基準縦取量の補正制御を行うまでのタイムラグを考慮した間隔を指
す。下流側回転体７１は、苗マットの縦送りに連動した回転に基づいて苗マットの送り量
を検出するため、載置面の下端寄りに配置されるのが好ましく、本実施形態では、下限に
配置される。
【００４４】
　また、下流側回転体７１が設けられる下限として、苗マットの上端が下流側回転体７１
よりも下方側に送られてから新たな苗マットの継足しをする場合に、新たな苗マットが継
足されるまでに残っている苗マットを消費しきらない程度の間隔を空けた位置に設定して
もよい。
【００４５】
　苗取量算出部７０は、下流側回転体７１が回転していない状態から、苗マットの縦送り
に連動して回転する状態に遷移したときに、苗マットの苗継回数を一つ加算する。下流側
回転体７１が回転していない状態から、苗マットの縦送りに連動して回転する状態に遷移
したときとは、下流側回転体７１が非回転状態から苗マットの縦送りに連動した回転を検
出したときを指す。苗取量算出部７０は、所定時間当たりの回転数から搬送ベルト５４に
よる苗マットの縦送りに連動した回転であるか否かを判別している。
【００４６】
　苗取量算出部７０は、苗マットの縦送りに連動した下流側回転体７１の回転を検出する
と、回転後から所定時間内に苗マットの縦送りに連動した下流側回転体７１の回転がある
か否かを判別することで下流側回転体７１が苗マットの縦送りに連動して回転する状態に
あるか否かを検出している。ここでの所定時間は、苗載台３３の縦送りが行われる間隔に
応じて設定される。
【００４７】
　上流側回転体８１は、載置面の裏面側から載置面（表面）より上方に突出するように設
けられる。上流側回転体８１は、上流側回転体８１上に苗マットが置かれている状態にお
いて、搬送ベルト５４による苗マットの縦送りに連動して回転するように設けられる。
【００４８】
　上流側回転体８１は、載置面において、下端から上方側に少なくとも苗マット一枚の上
下長さよりも大きい間隔を空けた位置、かつ、下流側回転体７１から上方側に苗マットを
一枚置いたときに、該苗マットの縦送りに連動して回転可能な位置に設けられる。上流側
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回転体８１は、苗マットの上端から下方側に、苗マットの一回分の縦送り量Ｆ１だけ間隔
をあけた位置を上限として配置される。本実施形態では、上流側回転体８１は、下端から
上方側に苗マット一枚の上下長さの間隔を空けた位置近傍に配置される。
【００４９】
　苗取量算出部７０は、下流側回転体７１が苗マットの縦送りに連動して回転する状態に
おいて、上流側回転体８１が回転していない状態から、苗マットの縦送りに連動して回転
する状態に遷移したときに、苗マットの苗継回数を一つ加算する。上流側回転体８１が回
転していない状態から、苗マットの縦送りに連動して回転する状態に遷移したときとは、
上流側回転体８１が非回転状態から苗マットの縦送りに連動した回転を検出したときを指
す。苗取量算出部７０は、所定時間当たりの回転数から搬送ベルト５４による苗マットの
縦送りに連動した回転であるか否かを判別している。
【００５０】
　苗取量算出部７０は、苗マットの縦送りに連動した上流側回転体８１の回転を検出する
と、回転後から所定時間内に苗マットの縦送りに連動した上流側回転体８１の回転がある
か否かを判別することで上流側回転体８１が苗マットの縦送りに連動して回転する状態に
あるか否かを検出している。ここでの所定時間は、苗載台３３の縦送りが行われる間隔に
応じて設定される。
【００５１】
　苗取量算出部７０は、上流側回転体８１の苗マットの縦送りに連動して回転する状態か
ら、回転していない状態に遷移したときに、苗マットの圧縮率を算定する。圧縮率は、苗
載台３３に載置される苗マットの送り方向の長さ（予め計測される載置面の下端から上流
側回転体８１までの長さ）と、下流側回転体７１の回転数から算出される苗マットの送り
量と、を加算したものを、苗継回数分の苗マットの長さで除することで算定される。
【００５２】
　図１１を用いて、植付作業中における苗継回数の検出について説明する。ここでは、苗
取量算出部７０は、苗継回数を記憶可能に構成される。また、苗取量算出部７０は、植付
クラッチが作動すると、下流側回転体７１及び上流側回転体８１の回転状態の検出及び回
転数の検出を行うように構成される。
【００５３】
　本実施形態では、苗載台３３の載置面に苗マットが二枚置かれた状態であり、ここから
植付クラッチを作動して植付作業を開始している。搬送ベルト５４によって下端側に位置
する苗マットが縦送りされると、下流側回転体７１が回転する。苗取量算出部７０は、搬
送ベルト５４による苗マットの縦送りに連動した下流側回転体７１の回転を検出すると、
苗継回数を一つ加算する（一枚目の苗マットを検出する）。
【００５４】
　そして、一枚目の苗マットが縦送りされることに伴って、一枚目の苗マットの上方側の
苗マットが下端側へ縦送りされることで、上流側回転体８１が回転される。苗取量算出部
７０は、苗マットの縦送りに連動した上流側回転体８１の回転を検出すると、苗継回数を
一つ加算する（二枚目の苗マットを検出する）。
【００５５】
　上流側回転体８１の下方側に二枚目の苗マットが縦送りされると、上流側回転体８１が
苗マットの縦送りに連動して回転する状態から、回転していない状態に遷移される。苗取
量算出部７０は、上流側回転体８１が回転していない状態を検出すると、苗マットの圧縮
率を算定する。苗取量算出部７０は、苗載台３３に載置される苗マットの送り方向の長さ
と、下流側回転体７１の回転数から算出される苗マットの送り量と、を加算したものを、
苗継回数分の苗マットの長さで除することで圧縮率を算定する。
【００５６】
　そして、二枚目の苗マットの上端が下流側回転体７１よりも上方側で、かつ、上流側回
転体８１よりも下方側に配置されている状態において、苗マットが継足しされた場合、苗
取量算出部７０は、苗マットの縦送りに連動した上流側回転体８１の回転を検出すること
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で、苗継回数を一つ加算する（三枚目の苗マットを検出する）。
【００５７】
　同様に、上流側回転体８１の下方側に三枚目の苗マットが縦送りされると、上流側回転
体８１が苗マットの縦送りに連動して回転する状態から、回転していない状態に遷移され
る。苗取量算出部７０は、上流側回転体８１が回転していない状態を検出すると、苗マッ
トの圧縮率を算定する。
【００５８】
　以上のように、下流側回転体７１は、載置面において、下端から上方側に苗マットを一
枚置いたときに、該苗マットの縦送りに連動して回転可能な位置に設けられることで、載
置面に置かれる一枚目の苗マットを検出することができる。
【００５９】
　上流側回転体８１は、載置面において、下端から上方側に少なくとも苗マット一枚の上
下長さよりも大きい間隔を空けた位置、かつ、下流側回転体７１から上方側に苗マットを
一枚置いたときに、該苗マットの縦送りに連動して回転可能な位置に設けられることで、
下流側回転体７１上に苗マットが置かれている状態（下流側回転体７１が苗マットの縦送
りに連動して回転している状態）において、新たに苗マットを継足ししたときに、該苗マ
ットを検出することができる。
【００６０】
　また、下流側回転体７１が苗マットの縦送りに連動して回転するように構成されること
で、下流側回転体７１の回転数に基づいて苗マットの送り量を算出することができる。下
流側回転体７１による苗マットの送り量は、圧縮率を考慮しなければ、苗マット使用数と
して用いることができる。圧縮率を考慮する場合、載置面の下端から上流側回転体８１ま
での長さを予め計測しておき、上流側回転体８１の苗マットの縦送りに連動して回転する
状態から、回転していない状態に遷移したことを検出することで、圧縮率を算定する。そ
して、圧縮率を用いて、下流側回転体７１の回転数から算出される苗マットの送り量から
圧縮前の苗マットの長さを基準とした苗マット使用数を算出することができる。つまり、
下流側回転体７１は、苗マット使用数検出手段として用いられる。
【００６１】
　図１２を用いて、苗マットの苗継回数の補正について説明する。苗取量算出部７０は、
下流側回転体７１及び上流側回転体８１の回転状態に基づいて検出される苗マットの苗継
回数と、下流側回転体７１の回転数から算出される苗マットの送り量と、から載置面に置
かれた苗マットの残量を随時推定している。苗取量算出部７０は、苗マットの残量と、下
流側回転体７１及び上流側回転体８１の回転状態と、に基づいて苗マットの苗継回数を補
正する。
【００６２】
　図１２に示す実施形態では、苗載台３３の載置面に苗マットが一枚置かれた状態であり
、ここから植付クラッチを作動して植付作業を開始している。搬送ベルト５４によって下
端側に位置する苗マットが縦送りされると、下流側回転体７１が回転される。苗取量算出
部７０は、搬送ベルト５４による苗マットの縦送りに連動した下流側回転体７１の回転を
検出すると、苗継回数を一つ加算する（一枚目の苗マットを検出する）。苗取量算出部７
０は、下流側回転体７１の回転数に基づいて苗マットの送り量を算出し、苗マット一枚分
の長さから苗マットの送り量を減算することで苗マットの残量を推定する。
【００６３】
　そして、苗マットが下流側回転体７１上に置かれている状態において、新たに苗マット
が同時に二枚継足された場合、上流側回転体８１の苗マットの縦送りに連動した回転を検
出することで、苗継回数を一つ加算する（二枚目の苗マットを検出する）。下流側回転体
７１の回転数から苗マットの送り量を算出し、苗マット二枚分の長さから苗マットの送り
量を減算することで苗マットの残量を推定する。
【００６４】
　苗取量算出部７０は、推定される苗マットの残量が上流側回転体８１よりも下方側とな
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った場合に、上流側回転体８１が苗マットの縦送りに連動して回転しているか否かを検出
する。上流側回転体８１の苗マットの縦送りに連動した回転を検出した場合、苗マットの
残量に反して上流側回転体８１上に苗マットが置かれている、つまり、推定される苗マッ
トの残量よりも実際の苗マットの残量の方が大きいため、苗継回数を補正、具体的には、
苗マットの苗継回数を一つ加算する（二枚から三枚に補正する）。仮に、上記の状況で、
上流側回転体８１が苗マットの縦送りに連動して回転する状態から、回転していない状態
に遷移されたことを検出した場合、推定される苗マットの残量と実際の苗マットの残量が
一致していると判断し、苗継回数の補正は行われない。
【００６５】
　そして、上流側回転体８１の下方側に三枚目の苗マットが送られてくると、上流側回転
体８１が苗マットの縦送りに連動して回転する状態から、回転していない状態に遷移され
る。苗取量算出部７０は、上流側回転体８１が回転していない状態を検出すると、苗マッ
トの圧縮率を算定する。
【００６６】
　以上のように、苗マットの残量を推定するとともに、推定された苗マットの残量と、下
流側回転体７１及び上流側回転体８１の回転状態と、に基づいて苗継回数を補正すること
で、例えば、苗マットを二枚同時に苗継した場合や下流側回転体７１から上流側回転体８
１にわたって一枚の苗マットが配置される場合であっても、正確に苗継回数を検出するこ
とができる。また、苗マットの残量を推定するときに、圧縮率が算定されているならば、
圧縮率を考慮してもよい。
【００６７】
　図１３を用いて、苗マットの残量の補正について説明する。図１３に示す実施形態では
、推定される苗マットの残量が下流側回転体７１よりも下方側になった状況であり、下流
側回転体７１が回転していない状態へと遷移した場合を想定している。苗取量算出部７０
は、下流側回転体７１が回転していない状態へと遷移したことを検出すると、苗マットの
継足によって回転される下流側回転体７１の回転数に基づいて推定される苗マットの残量
を補正する。
【００６８】
　下流側回転体７１の苗マットの縦送りに連動して回転する状態から、回転していない状
態に遷移したことを検出したのち、苗マットの継足しが行われると、継足しされる苗マッ
トが下流側回転体７１に接触して下流側回転体７１は回転される。そして、継足される苗
マットの下端が残っている苗マットの上端と接触するまで下流側回転体７１は回転される
。そのため、推定される苗マットの残量と、実際の苗マットの残量とに差異がある場合、
実際の苗マットの残量位置まで継足される苗マットは送られる。ゆえに、苗取量算出部７
０は、下流側回転体７１の回転数に基づいて算出される苗マットの送り量を、推定される
苗マットの残量から減算することで推定される苗マットの残量が実際の苗マットの残量と
なるように補正している。
【００６９】
　以上のように、下流側回転体７１が回転していない状態へと遷移したことを検出した場
合、新たに苗マットが継足しされることによって生じる下流側回転体７１の回転数に基づ
いて推定される苗マットの残量を補正することで、正確に苗マットの残量を算出すること
ができ、苗継回数を正確に算出することができる。
【００７０】
　以上の構成において、苗継回数検出手段として、下流側回転体７１及び上流側回転体８
１を設けているが、これに限定されない。例えば、下流側回転体７１のみを用いて、苗マ
ットの残量を推定しながら、苗継回数を検出してもよい。
【００７１】
　図１４から図１６を用いて、下流側回転体７１の構成について説明する。上流側回転体
８１は、下流側回転体７１と同様の構造のため、説明は省略する。図１４では、下流側回
転体７１の構成を側面視にて表しており、図１５では、下流側回転体７１の構成を背面視
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（載置面側からみた）にて表しており、図１６では、下流側回転体７１の構成を正面視（
載置面の裏面側からみた）にて表している。
【００７２】
　下流側回転体７１の外周部には、回転中心を基準として放射状に配置される複数の突起
７１ａを備える。下流側回転体７１は、載置面の裏面側から貫通孔３３ａを介して突起７
１ａが載置面より上方に突出するように設けられる。下流側回転体７１は、突起７１ａが
載置面において縦送りされる苗マットの底面に食い込み（係合し）ながら、苗マットの縦
送りに連動して回転するように構成される。
【００７３】
　下流側回転体７１は、ブラケット７２に揺動アーム７３を介して苗載台３３の裏面に設
けられる。載置面の裏面に立設されるブラケット７２に、基端を支点として先端が苗載台
３３の裏面に対して離間方向及び近接方向に揺動するように揺動アーム７３が設けられる
。揺動アーム７３の基端は、ブラケット７２の支軸７２ａに取り付けられる。揺動アーム
７３の先端に、ピッチ軸周りに回転自在に下流側回転体７１が支持される。載置面の裏面
には、揺動アーム７３を載置面の裏面に向けて付勢する付勢部材７４（本実施形態では、
捩じりバネ）が設けられる。
【００７４】
　下流側回転体７１の回転中心には、ボス部７１ｂが設けられる。ボス部７１ｂには、回
転方向９０度毎にビス７５が設けられており、該ビス７５を揺動アーム７３の先端側に設
けられる近接センサ７６によって検出することで、下流側回転体７１の回転数を検出可能
としている。
【００７５】
　図１７に示すように、下流側回転体７１を構成する突起７１ａの苗マットとの当接側の
面は、下流側回転体７１の回転方向の上流側に反った形状によって構成される。苗載台３
３と下流側回転体７１との関係性から述べると、突起７１ａの苗マットとの当接側の面は
、苗マットの送り元に向けて反った形状によって構成される。本実施形態では、突起７１
ａは、側面視において、基端部から先端部にかけて下流側回転体７１の回転方向の上流側
に湾曲して形成される。
【００７６】
　以上のように、下流側回転体７１の突起７１ａの苗マットとの当接側の面が回転方向の
上流側に反った形状によって構成されることで、下流側回転体７１の上方側近傍の載置面
に苗マットが送られてきた時に、突起７１ａに苗マットが当接されやすい（引っ掛かりや
すい）。そのため、下流側回転体７１の滑りを防止でき、苗マットの縦送りに連動して下
流側回転体７１を回転させることができる。
【００７７】
　また、突起７１ａは、側面視において、基端部から先端部にかけて回転方向の上流側に
湾曲することなく、スターホイルとして形成してもよいし、例えば、図１８に示すように
、側面視において、基端部から先端部にかけて回転方向の上流側に傾斜して形成され、先
端部を尖形状に形成してもよい。突起７１ａは、先端部を尖形状に形成することで、苗マ
ットの下流側面又は底面に引っ掛けやすくなる。そのため、下流側回転体７１の滑りを防
止でき、苗マットの縦送りに連動して下流側回転体７１を回転させることができる。
【００７８】
　以上の構成において、下流側回転体７１の回転数を検出することで、苗マットの送り量
を算出することができる。苗取量算出部７０は、近接センサ７６と接続され、下流側回転
体７１の回転数を検出することができる。本実施形態では、下流側回転体７１の回転数を
検出するのに、近接センサ７６を用いているが、これに限定されない。下流側回転体７１
の回転軸にロータリエンコーダを取り付けて、下流側回転体７１の回転数（回転角度）を
算出してもよいし、下流側回転体７１の回転軸にポテンショセンサを取り付けて、下流側
回転体７１の回転数（回転角度）を算出してもよい。
【００７９】
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　また、下流側回転体７１が載置面に対して離間方向及び近接方向に揺動する揺動アーム
７３の先端に取り付けられることで、苗載台３３の載置面と下流側回転体７１とのクリア
ランスが確保され、泥等の堆積を防止することができる。
【００８０】
　図１７及び図１９に示すように、揺動アーム７３の先端に、下流側回転体７１とともに
回転する歯車７７ａを備える。載置面の裏面には、付勢部材７４による付勢力によって、
揺動アーム７３の歯車７７ａと噛み合う状態が維持される爪７７ｂが設けられる。
【００８１】
　図１９（ａ）に示すように、付勢部材７４の付勢力は、下流側回転体７１上に苗マット
が送られてくると、苗マットの重量によって歯車７７ａと爪７７ｂの噛み合いを解くよう
に設定される。本実施形態では、爪７７ｂは、ブラケット７２の載置面との密着面が下流
側に延びるように形成されており、延出先に形成される。爪７７ｂは、ブラケット７２に
設けられているが、これに限定されず、載置面の裏側に設けられればよい。例えば、図２
０に示すように、載置面の裏面に直接形成するように構成してもよい。
【００８２】
　歯車７７ａ及び爪７７ｂは、ラチェット構造を有しており、噛み合った状態において苗
マットの縦送りに連動した方向への回転を許容するように構成され、下流側回転体７１の
苗マットの縦送りに連動して回転する方向と反対方向への回転が規制される。
【００８３】
　以上のように、苗マットが下流側回転体７１上に置かれていない場合、付勢部材７４に
よって、歯車７７ａの外周の歯及び爪７７ｂが噛み合った状態で、苗載台３３の載置面に
裏面側から押し付けられるため、下流側回転体７１と苗載台３３とが係止される。そのた
め、意図しない外力によって下流側回転体７１の回転を防止することができる。
【００８４】
　また、付勢部材７４の付勢力が苗マットの重量によって歯車７７ａ及び爪７７ｂの噛み
合いを解くように設定されることで、苗マットが送られてきた時に、下流側回転体７１を
回転させることができる。
【００８５】
　図１９（ｂ）に示すように、歯車７７ａ及び爪７７ｂがラチェット構造を有するように
設けられ、苗マットの縦送りに連動する方向への回転のみを許容することで、苗マットの
底面が載置面から少し浮いた状態で送られ、歯車７７ａ及び爪７７ｂの噛み合いが完全に
解かれていない状態であっても、苗マットの縦送りに連動して下流側回転体７１を回転さ
せることができる。
【００８６】
　また、下流側回転体７１を既存の田植機１の載置面に設ける場合、爪７７ｂが載置面の
裏面に直接形成される場合と比べて、爪７７ｂとブラケット７２とが一体的に構成されて
いるため、載置面に貫通孔３３ａを形成するだけでよく、取付が容易である。
【００８７】
　以上の構成において、苗マット使用数検出手段として回転体が用いられているが、これ
に限定されない。接触式の測定方法では、静電容量式のゲージ、ロードセル等が考えられ
る。静電容量式のゲージは、例えば、載置面全域に設置されることで、苗載台３３の苗マ
ットの使用数及び残量を正確に測定することができる。また、ロードセルは、例えば、苗
載台３３の支持部材に取り付けられることで、載置面に載置される苗マットの荷重に基づ
いて苗マットの使用数を検出することができる。
【００８８】
　また、非接触式の測定方法では、レーザ距離計、カメラの撮影画像の画像処理、光学式
センサ、明度センサ等が考えられる。レーザ距離計は、例えば、載置面の上方側から載置
される苗マットの上端面までの距離を計測することができるように設けられることで、苗
マットの使用数を検出することができる。また、カメラは、例えば、載置面に載置される
苗マットを撮影可能に設けられることで、撮影した画像を画像処理することによって、苗
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マットの使用数を検出することができる。光学センサは、例えば、発光部と、発光部から
の光線が苗マットによって遮断されたことを検出する受光部と、から構成されることで、
苗マットの使用数を検出することができる。
【００８９】
　図２１を用いて、下流側回転体７１及び上流側回転体８１の機体幅方向の位置について
説明する。
【００９０】
　苗押さえ棒は、条毎の載置面に置かれる苗マットを上方から押さえて円滑な搬送を行う
役割を有しており、苗載台３３の苗マットの送り方向を長手方向として棒状に形成される
。図２１（ａ）に示す実施形態では、長径の苗押さえ棒８８ａが載置面の中央を基準とし
て左右対称に設けられ、短径の苗押さえ棒８８ｂが載置面の中央に設けられる。
【００９１】
　上流側回転体８１は載置面の中央に設けられる。下流側回転体７１は、短径の苗押さえ
棒８８ｂの下方（苗マットを押さえつける方向）に配置される。
【００９２】
　以上のように、下流側回転体７１は、短径の苗押さえ棒８８ｂの下方に配置されること
で、苗マットと下流側回転体７１との間に空隙を生ずることなく、苗マットに下流側回転
体７１を食い込ませることができる。そのため、下流側回転体７１の滑りを防止すること
ができ、下流側回転体７１の回転数から苗マットの送り量を正確に算出することができる
。
【００９３】
　図２１（ｂ）に示す実施形態では、上流側回転体８１は、右側に位置する長径の苗押さ
え棒８８ａの下方（苗マットを押さえつける方向）に配置される。そのため、同様に、上
流側回転体８１の滑りを防止することができ、上流側回転体８１の回転数から苗マットの
送り量を正確に算出することができる。
【００９４】
　図２１（ｃ）に示す実施形態では、長径の苗押さえ棒８８ａが載置面の中央を基準とし
て左右対称に三本並べて配置される。上流側回転体８１及び下流側回転体７１は、中央に
配置される長径の苗押さえ棒８８ａの下方（苗を押さえつける方向）に配置される。その
ため、同様の効果を奏する。
【００９５】
　図２１（ｄ）に示す実施形態では、長径の苗押さえ棒８８ａが載置面の中央を基準とし
て左右対称に二本並べて配置される。上流側回転体８１は、右側に位置する長径の苗押さ
え棒８８ａの下方（苗マットを押さえつける方向）に配置される。そのため、同様の効果
を奏する。
【００９６】
　以上のように、苗押さえ棒の下方（苗マットを押さえつける方向）に上流側回転体８１
及び下流側回転体７１を配置することで、上流側回転体８１及び下流側回転体７１の滑り
を防止でき、回転数から苗マットの送り量を正確に算出することができる。また、上流側
回転体８１及び下流側回転体７１は、それぞれ同高さに複数並べて配置してもよい。
【００９７】
　以上の構成において、苗取量算出部７０は、実作業面積及び全条の苗マット使用数に基
づいて実績縦取量を算出する。苗取量算出部７０は、条毎の苗マット使用数を全て加算し
た苗マット使用数及び実作業面積から実績マット数（所定面積当たりの苗マット使用数）
を算出する。そして、苗取量算出部７０は、実績マット数及び苗載台３３の横送り回数及
びスリップ率を考慮した株数から実績縦取量を算出する。
【００９８】
　苗取量算出部７０は、圃場面積から実作業面積を減算することで算出される残作業面積
と、苗マット数から苗マット使用数を減算することで算出される残苗マット数と、に基づ
いて目標縦取量を算出する。苗取量算出部７０は、残作業面積及び残苗マット数から目標
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マット数（所定面積当たりの苗マット数）を算出する。そして、苗取量算出部７０は、目
標マット数及び苗載台３３の横送り回数及びスリップ率を考慮した株数から目標縦取量を
算出する。
【００９９】
　苗取量算出部７０は、実績縦取量及び目標縦取量を算出すると、目標縦取量から実績縦
取量を減算した値を補正量として、基準縦取量に加算することで、基準縦取量を補正し、
アクチュエータ５６ａを駆動制御している。
【０１００】
　以上の構成において、全条分の実作業面積及び苗マット使用数から実績縦取量を算出し
、全条分の残作業面積及び残苗マット数から目標縦取量を算出し、実績縦取量及び目標縦
取量から全条分の補正量を算出しているが、これに限定されず、条毎に補正量を算出し、
該条毎の補正量に基づいて全条分の補正量を算出してもよい。
【０１０１】
　苗取量算出部７０は、条毎の実作業面積及び条毎の苗マット使用数から条毎の実績マッ
ト数を算出し、該条毎の実績マット数及び苗載台３３の横送り回数及びスリップ率を考慮
した株数から条毎の実績縦取量を算出する。そして、苗取量算出部７０は、条毎の残作業
面積及び条毎の残苗マット数から条毎の目標マット数を算出し、該条毎の目標マット数及
び苗載台３３の横送り回数及びスリップ率を考慮した株数から条毎の目標縦取量を算出す
る。苗取量算出部７０は、条毎に算出される実績縦取量から目標縦取量を減算することで
条毎の補正量を算出し、該条毎に算出される補正量に基づいて全条分の補正量を算出して
もよい。
【０１０２】
　また、実績縦取量から目標縦取量を減算することで、補正量を算出しているが、これに
限定されない。例えば、実績マット数から残苗マット数を減算した所定面積当たりの苗マ
ット数の差分を所定面積当たりの縦送り回数（所定面積当たりの株数及び横送り回数から
算出）で除することで、補正量を算出してもよい。
【０１０３】
　以上の構成において、基準縦取量の補正制御は、植付作業が行われる条数全ての苗マッ
ト使用数が算出された後に行われるため、一の条が圧縮率を算出してから補正制御を行う
までにタイムラグが発生する。そのため、タイムラグを考慮して、下流側回転体７１は、
苗載台３３の条毎の載置面において、下端部から上方へ少なくとも所定の間隔を空けて配
置される。
【０１０４】
　以上のように、植付作業中において、実際の植付作業が行われた実作業面積及び実際の
植付作業に使用された苗マット使用数を算出可能とすることで、基準縦取量を補正するこ
とができる。そのため、所望の圃場に対して所望の苗マット数で植付作業を行うことがで
きる。ゆえに、苗マットの消費効率を向上することができる。
【０１０５】
　図２２を用いて、植付作業機３の異常状態の検出について説明する。ここでの、植付作
業機３の異常状態とは、植付作業機３を構成する植付爪３２、苗載台３３の縦送り機構等
の不良により植付作業を正常に行うことができない状態を指す。具体的には、植付爪３２
の摩耗、変形、縦送り機構の縦送りクラッチ５５ａの不良によって所望の縦取量で苗マッ
トから苗を掻き取ることができない状態や、苗マットの送り不良によって苗滑り不良又は
苗圧縮が発生している状態や、苗滑り不良や苗圧縮等によって欠株が発生している状態や
、苗マットから掻き取られる苗の形状が良好でない状態を指す。苗取量算出部７０は、植
付爪３２による縦取量制御において取得される各種のデータを蓄積可能としている。
【０１０６】
　図２２（ａ）に示すように、苗取量算出部７０は、苗マット使用数が条毎に算出される
と、算出される苗マット使用数を比較して、植付作業機３が異常であるか否かを判断する
。苗取量算出部７０は、苗マット使用数が条毎に算出されると、苗マットの使用数が最も
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少ない条を検出し、該条以外の他（残り）の条の苗マットの使用数の平均値を算出する。
そして、苗取量算出部７０は、最も少ない条の苗マットの使用数が、他の条の苗マットの
使用数の平均値よりも所定量以上少ないか否かを判断する。所定量以上少ない場合、苗マ
ットの使用数が最も少ない条に対応する植付爪３２又は縦送り機構の縦送りクラッチ５５
ａが異常状態であることを検出する。ここでの、植付爪３２の異常状態とは、植付爪３２
が石や異物等に衝突することによる植付爪３２の変形、植付爪３２の取付時の設定不良を
指す。ここでの、所定量は、植付作業機３の正常な状態での植付作業において算出される
苗マット使用数のばらつきの大きさから設定される。
【０１０７】
　以上の構成において、苗取量算出部７０は、植付爪３２又は縦送りクラッチ５５ａの異
常状態を検出すると、オペレータに報知するとともに、例えば、植付爪３２の取付時の設
定が適切であるか、適切であるならば植付爪３２の交換を促すガイダンスをモニタ６７に
表示する。なお、本実施形態では、植付爪３２又は縦送りクラッチ５５ａの異常状態を検
出するのに、条毎に検出された苗マット使用数を用いているが、これに限定されない。例
えば、苗マット使用数の代わりに、補正量を用いてもよい。
【０１０８】
　図２２（ｂ）に示すように、苗取量算出部７０は、補正量が条毎に算出されると、一の
条において算出される補正量が、一の条において過去に算出（蓄積）された補正量と比較
して、植付作業機３が異常状態であるか否かを判断する。苗取量算出部７０は、一の条に
おいて補正量が算出されると、該補正量が、一の条において過去に算出された補正量より
も所定量以上多いか否かを判断する。所定量以上多い場合、一の条に対応する植付爪３２
の摩耗を検出する。ここでの、所定量は、速やかな交換が必要とされる摩耗が生じている
植付爪３２による植付作業において算出される補正量と、正常な状態の植付爪３２による
植付作業において算出される補正量と、に基づいて設定される。
【０１０９】
　以上の構成において、苗取量算出部７０は、植付爪３２の摩耗を検出すると、オペレー
タに報知する。植付爪３２の摩耗を検出可能とすることで、植付爪３２の交換を適切なタ
イミングで報知することができる。そのため、摩耗した植付爪３２による植付作業を防止
することができる。
【０１１０】
　以上の構成において、植付爪３２の交換が必要とされる摩耗を検出する構成としている
が、これに限定されない。例えば、植付爪３２の速やかな交換は必要とされていないが、
将来的に植付爪３２の交換が必要となる摩耗の初期段階と、摩耗による植付爪３２の交換
が必要となる交換段階と、に段階的に報知する構成としてもよい。具体的には、苗取量算
出部７０は、一の条において算出される補正量が、一の条において過去に算出された補正
量よりも第一所定量以上多い場合、摩耗の初期段階を検出し、一の条において算出される
補正量が、一の条において過去に算出された補正量よりも第二所定量以上多い場合、摩耗
による植付爪３２の交換段階を検出するように構成される。以上のように、摩耗の程度を
段階的にオペレータに報知することで、オペレータは植付爪３２の交換を計画的に行うこ
とができる。
【０１１１】
　図２２（ｃ）に示すように、苗取量算出部７０は、一の条において所定面積当たりの苗
マットの使用数（実作業面積の増加面積当たりの下流側回転体７１の回転数に基づいて算
出される苗マットの使用数）が算出されると、同一の圃場において一の条において過去に
算出（蓄積）された所定面積当たりの苗マットの使用数と比較して、欠株が発生している
か否かを検出する。苗取量算出部７０は、一の条において所定面積当たりの苗マットの使
用数が算出されると、一の条において過去に算出された所定面積当たりの苗マットの使用
数よりも所定量以上少ない場合、一の条において欠株を検出する。ここでの所定量とは、
欠株が発生していない正常な状態での植付作業において算出される所定面積当たりの苗マ
ットの使用数のばらつきの大きさから設定される。
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【０１１２】
　以上のように、欠株を検出することで、オペレータは植付作業中において、度々田植機
１を止めて後方を確認することなく、欠株を確認することができる。
【０１１３】
　図２２（ｄ）に示すように、苗取量算出部７０は、下流側回転体７１から上流側回転体
８１にわたって苗マットが置かれている状態（下流側回転体７１及び上流側回転体８１が
苗マットの縦送りに連動して回転する状態）において、下流側回転体７１の回転数から算
出される苗マットの送り量と、上流側回転体７１の回転数から算出される苗マットの送り
量と、を比較して苗滑り不良及び苗圧縮が発生しているか否かを判断する。
【０１１４】
　図２２（ｅ）に示すように、苗取量算出部７０は、一の条において、苗マットの縦送り
毎に算出される下流側回転体７１による苗マットの送り量と、上流側回転体８１による苗
マットの送り量と、の差分が所定量以上で、かつ、上流側回転体８１による苗マットの送
り量が下流側回転体７１による苗マットの送り量よりも少ない場合、苗滑り不良として検
出する。図２２（ｆ）に示すように、苗取量算出部７０は、一の条において、苗マットの
縦送り毎に算出される下流側回転体７１による苗マットの送り量と、上流側回転体８１に
よる苗マットの送り量と、の差分が所定量以上で、かつ、下流側回転体７１による苗マッ
トの送り量が上流側回転体８１による苗マットの送り量よりも少ない場合、苗圧縮として
検出する。ここでの、所定量は、苗マットが正常に縦送りされている状態における下流側
回転体７１の送り量と、上流側回転体８１の送り量と、に基づいて設定される。
【０１１５】
　以上のように、苗滑り不良及び苗圧縮を検出可能とすることで、オペレータは度々田植
機を止めて後ろを確認することなく、苗滑り不良及び苗圧縮を検出することができる。そ
のため、苗滑り不良又は苗圧縮を起因とする植付不良や欠株を事前に防止することができ
る。
【０１１６】
　苗取量算出部７０は、基準縦取量（又は補正後の基準縦取量）が算出されると、基準縦
取量が所定の範囲内に収まっているか否かを判断する。苗取量算出部７０は、基準縦取量
が所定の範囲から外れる場合に、掻き取られる苗の形状不良を検出する。所定の範囲とは
、苗載台３３の横送り回数から算出される横送り量及び基準縦取量から苗マットから掻き
取られる苗の縦横比が所定の比率範囲（目標値１対１を基準として設定される比率範囲）
に収まるように設定される。
【０１１７】
　また、苗取量算出部７０は、基準縦取量（又は補正後の基準縦取量）が算出されると、
横送り量及び基準縦取量から苗マットから掻き取られる苗の縦横比が所定の比率範囲から
外れた場合に掻き取られる苗の形状不良として検出してもよい。
【０１１８】
　以上の構成において、苗取量算出部７０は、掻き取られる苗の形状不良を検出すると、
苗の形状不良をオペレータに報知するとともに、苗の縦横比を目標値に近づけるために苗
載台３３の横送り回数又は縦取量の変更を促すガイダンスをモニタ６７に表示する。例え
ば、縦横比が３対１である場合、横送り量を増やすように横送り回数を減らす、又は、縦
取量を減らすように株数又は苗マット数を変更するガイダンスをモニタ６７に表示する。
【０１１９】
　以上のように、苗の形状不良を検出可能とすることで、苗マットから掻き取られる苗が
縦長になったり、横長になったりすることで、苗がばらけやすくなっている状態であるこ
とをオペレータは認識することができる。オペレータがガイダンスに従って設定を変更す
ることで、形状不良の苗による植付作業を回避することができる。
【０１２０】
　本実施形態において、植付爪３２の摩耗及び欠株の検出の際に、過去に同一の圃場にお
いて算出された補正量及び所定面積当たりの苗マットの使用数のデータが苗取量算出部７
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０に蓄積されるように構成されているが、これに限定されない。例えば、田植機１の外部
に上記のデータを蓄積するように構成してもよい。例えば、通信機器を介してクラウドデ
ータ上に蓄積するように構成してもよいし、田植機１に接続される外部のメモリ等の携帯
端末に蓄積するように構成してもよい。通信機器を介してクラウドデータ上に蓄積するよ
うに構成した場合、複数の田植機１が取得するデータを同一のクラウドデータ上に蓄積す
ることで、複数の田植機１の各種の計画等（例えば、植付爪３２の摩耗による交換手順）
を一括で管理してもよい。
【０１２１】
　図２３及び図２４を用いて、植付爪３２の縦取量制御について説明する。以下では、植
付クラッチが接続され、植付作業機３は作動しているものとする。縦取量制御が開始され
ると、スリップ率を考慮した後輪８の走行距離及び作業幅から実作業面積は随時算出され
ている。また、苗マットの縦送りに連動して下流側回転体７１及び上流側回転体８１は、
適宜回転され、下流側回転体７１及び上流側回転体８１の回転状態から苗継回数が検出さ
れるとともに、下流側回転体７１の回転数から苗マットの送り量が随時算出されている。
【０１２２】
　ステップＳ１１０において、縦取量制御が開始されると、苗取量算出部７０は、圃場面
積及び苗マット数がセレクトダイヤル６６を用いて入力されたか否かを判定する。圃場面
積及び苗マット数が入力された場合、ステップＳ１２０に移行させる。
【０１２３】
　ステップＳ１２０において、苗取量算出部７０は、圃場面積及び苗マット数に基づいて
算出される基準縦取量となるように、アクチュエータ５９を駆動制御して、ステップＳ１
３０に移行させる。
【０１２４】
　ステップＳ１３０において、苗取量算出部７０は、基準縦取量に基づいて算出される苗
の縦横比が所定の範囲内か否かを判定する。苗の縦横比が所定の範囲内の場合、ステップ
Ｓ１５０に移行させる。苗の縦横比が所定の範囲内でない場合、ステップＳ１４０に移行
させる。
【０１２５】
　ステップＳ１４０において、苗取量算出部７０は、苗の形状不良を検出して、オペレー
タに報知してステップＳ１５０に移行させる。
【０１２６】
　ステップＳ１５０において、苗取量算出部７０は、上流側回転体８１の苗マットの縦送
りに連動して回転する状態から、回転していない状態に遷移したか否かを判定する。上流
側回転体８１の回転していない状態を検出すると、ステップＳ１６０に移行させる。
【０１２７】
　ステップＳ１６０において、苗取量算出部７０は、条毎の苗マットの送り量と苗マット
の苗継回数とに基づいて算出される圧縮率から条毎の苗マット使用数を算出し、ステップ
Ｓ１７０に移行させる。
【０１２８】
　ステップＳ１７０において、苗取量算出部７０は、算出される条毎の苗マット使用数か
ら、苗マットの使用数が最も少ない条を検出し、該条の苗マットの使用数が、他の条の苗
マットの使用数の平均値よりも所定量以上少ないか否かを判定する。最も少ない条の苗マ
ットの使用数が、平均値よりも所定量以上少なくない場合、ステップＳ１９０に移行させ
る。最も少ない条の苗マットの使用数が、平均値よりも所定量以上少ない場合、ステップ
Ｓ１８０に移行させる。
【０１２９】
　ステップＳ１８０において、苗取量算出部７０は、植付爪３２の変形又は縦送りクラッ
チ５５ａの異常状態を検出して、オペレータに報知してステップＳ１９０に移行させる。
【０１３０】
　ステップＳ１９０において、苗取量算出部７０は、一の条における所定面積当たりの苗
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ットの使用数よりも所定量以上少ないか否かを判定する。一の条における所定面積当たり
の苗マットの使用数が、過去に算出された所定面積当たりの苗マットの使用数よりも所定
量以上少なくない場合、ステップＳ２１０に移行させる。一の条における所定面積当たり
の苗マットの使用数が、過去に算出された所定面積当たりの苗マットの使用数よりも所定
量以上少ない場合、ステップＳ２００に移行させる。
【０１３１】
　ステップＳ２００において、苗取量算出部７０は、欠株を検出して、オペレータに報知
してステップＳ２１０に移行させる。
【０１３２】
　ステップＳ２１０において、苗取量算出部７０は、実作業面積及び苗マット使用数に基
づいて実績縦取量を算出して、ステップＳ２２０に移行させる。
【０１３３】
　ステップＳ２２０において、苗取量算出部７０は、残作業面積及び残苗マット数に基づ
いて目標縦取量を算出して、ステップＳ２３０に移行させる。
【０１３４】
　ステップＳ２３０において、苗取量算出部７０は、実績縦取量及び目標縦取量に基づい
て基準縦取量を補正し、補正後の基準縦取量となるようにアクチュエータ５９を駆動制御
して、ステップＳ２４０に移行させる。
【０１３５】
　ステップＳ２４０において、苗取量算出部７０は、一の条において補正量が算出される
と、一の条において過去に算出された補正量よりも所定量以上多いか否かを判定する。一
の条において算出される補正量が、過去に算出された補正量よりも所定量以上多くない場
合、ステップＳ２６０に移行させる。一の条において算出される補正量が、過去に算出さ
れた補正量よりも所定量以上多い場合、ステップＳ２５０に移行させる。
【０１３６】
　ステップＳ２５０において、苗取量算出部７０は、植付爪３２の摩耗を検出して、オペ
レータに報知してステップＳ２６０に移行させる。
【０１３７】
　ステップＳ２６０において、苗取量算出部７０は、補正後の基準縦取量に基づいて算出
される苗の縦横比が所定の範囲内か否かを判定する。苗の縦横比が所定の範囲内の場合、
ステップＳ２８０に移行させる。苗の縦横比が所定の範囲内でない場合、ステップＳ２７
０に移行させる。
【０１３８】
　ステップＳ２７０において、苗取量算出部７０は、植付不良として検出して、オペレー
タに報知してステップＳ２８０に移行させる。
【０１３９】
　ステップＳ２８０において、苗取量算出部７０は、実作業面積が圃場面積であるか否か
を判定する。実作業面積が作業面積である場合、終了となる。実作業面積が圃場面積でな
い場合、ステップＳ１５０に移行させる。
【符号の説明】
【０１４０】
　１：田植機、３２：植付爪、３３：苗載台、７１：下流側回転体、８１：上流側回転体
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